
 

 

広島県の内部統制に関する方針の策定について 

 

令和２年４月 17 日 

業務プロセス改革課 

 

１ 要旨 

平成 29 年６月に公布された「地方自治法等の一部を改正する法律」により，都道府県知事等

は「令和２年４月１日までに内部統制に関する方針を策定・公表し，これに基づく必要な体制を

整備すること」及び「毎会計年度（令和３年度以降），内部統制の評価報告書を作成し，監査委

員の審査意見を付して議会へ提出・公表すること」が義務付けられたため，「広島県の内部統制

に関する方針」を令和２年３月 18日に策定した。 

 

２ 方針の概要 

総務省が平成 31 年３月に策定した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイド

ライン」に基づき，適正な業務執行の確保に係る本県のこれまでの取組状況などを踏まえて整理

した。 

（１）対象事務 

財務に関する事務 

（２）内部統制の取組の方向性 

①法令等遵守の徹底 

法令遵守意識の徹底及び倫理観を向上させるため，職員への研修などを行う。 

②適切なリスク管理の実施 

業務の効率的かつ効果的な遂行のため，業務における様々なリスクを把握し，評価した上で，

対応が必要なリスクに対する内部統制を適切に整備・運用することにより，リスク発生の回避

及び発生時の適切な対応に努める。 

③財務報告等の信頼性の確保 

予算，決算の財務報告等の信頼性を確保するため，適正な手続に基づく報告等の作成，情報

の適切な保存及び管理の徹底に努める。 

④現金及び財産の適正な管理など 

県が保有する現金及び財産の保全を図るため，適正な手続に基づき，取得，管理及び処分を

行う。 

（３）実施体制 

全庁的な推進・評価体制を構築し，実施する。 

（４）対象機関 

知事部局，企業局，病院事業局，議会事務局，選挙管理委員会事務局，監査委員事務局，人

事委員会事務局，労働委員会事務局，海区漁業調整委員会事務局，内水面漁場管理委員会事務

局，教育委員会事務局，警察本部の各課（室）及び各地方機関（県立学校及び警察署を含む。） 
 

（５）方針の見直し 

内部統制の評価結果や監査委員からの意見等を踏まえ，柔軟に本方針の見直しを行う。 
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